
議案第５０号 

 

   うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例（平成２５年うるま市条例第４

７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第４号中「者をいう」を「父母以外の者をいう」に改める。 

 

 第３条第１項第２号中「養育者」の次に「及び養育者」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後のうるま市母子及び父子家庭等医療費助成

に関する条例の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

  令和６年６月１０日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 対象者を拡充するため、当該条例を改正する必要があり提案する。 
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議案第５１号 

 

うるま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

うるま市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年うる

ま市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２９条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２

５人」に改める。 

 

 第３１条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２

５人」に改める。 

 

 第４４条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２

５人」に改める。 

 

 第４７条第２項第３号中「２０人」を「１５人」に改め、同項第４号中「３０人」を「２

５人」に改める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがある

ときは、当分の間、この条例による改正後のうるま市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４

７条第２項の規定は、適用しない。この場合において、この条例による改正前のうるま

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１

条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定は、この条例の施行の日以後にお

いても、なおその効力を有する。 
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  令和６年６月１０日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、当該条例を改正する

必要があり提案する。 



議案第５２号 

 

うるま市立地企業の支援に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 うるま市立地企業の支援に関する条例（平成２４年うるま市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第２条第５号中「沖振法第２８条第１項の規定により指定された」を「沖振法第２８

条第２項第２号に規定された」に改め、同条第６号を次のように改める。 

 （６） 産業イノベーション促進地域 沖振法第３５条第２項第２号に規定された地

域をいう。 

 

第２条第７号中「沖振法第４２条第１項の規定により指定された」を「沖振法第４１

条第２項第２号に規定された」に改める。 

 

 第３条第２号中「産業高度化・事業革新促進地域内」を「産業イノベーション促進地

域内」に改める。 

 

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和６年６月１０日提出 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、当該条例を改正する必要

があり提案する。 
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議案第５３号 

 

うるま市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

うるま市水道事業給水条例（平成１７年うるま市条例第１５７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２１条の表を次のように改める。 

種別 用途別 基本料金（１月につき） 超過料金（１立方メート

ルにつき） 水量 料金 

専用給

水装置 

家庭用 ８立方メートル

まで 

１，０７４

円 

９～２０立方メートル 

２０９円 

２１～１００立方メート

ル ２３２円 

１０１～３００立方メー

トル ２６６円 

３０１立方メートル以上 

２９２円 

連合専用給水装置を使用するものは、料金算定の基礎となる

使用水量は各世帯均等に使用したものとみなす。 

営業用 １０立方メート

ルまで 

１，７２０

円 

１１～３０立方メートル 

２３２円 

３１～１００立方メート

ル ２６６円 

１０１～３００立方メー

トル ２９２円 

３０１立方メートル以上 

３１４円 

連合専用給水装置を使用するものは、料金算定の基礎となる

使用水量は各世帯均等に使用したものとみなす。 
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官公署用 １０立方メート

ルまで 

１，９４５

円 

１１～１００立方メート

ル ２６６円 

１０１～３００立方メー

トル ２９２円 

３０１～５００立方メー

トル ３１４円 

５０１立方メートル以上 

３４７円 

基地用 １０立方メート

ルまで 

２，００２

円 

１１～１００立方メート

ル ２７２円 

１０１～３００立方メー

トル ３０１円 

３０１～５００立方メー

トル ３２４円 

５０１立方メートル以上 

３５８円 

臨時給

水栓 

臨時用 １立方メートルにつき ５５９円 

船舶用

給水栓 

船舶用 １立方メートルにつき ３８７円 

私設消

火栓 

演習用 １個１回３分ごとに ３３２円 

共用給

水装置 

家庭用 １世帯当たりの料金は家庭用を適用し、料金算定の基礎と

なる使用水量は、各世帯均等に使用したものとみなす。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後のうるま市水道事業給水条例（以下「新条例」という。）第

２１条の表は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に徴収する水道

料金のうち、その算定の基礎となる使用水量に係る期間（以下「算定基礎期間」とい

う。）の初日が施行日以後のものについて適用し、算定基礎期間に施行日前の使用期

間を含むものについては、なお従前の例による。 

３ 新条例第２１条の表にかかわらず、施行日から令和７年３月３１日までの使用水量

に係る水道料金については、附則別表の規定を適用する。 

４ 前項の場合において、令和７年４月１日以後に初めて徴収する水道料金のうち、そ

の算定基礎期間に令和７年４月１日より前の使用期間を含むものについては、附則別

表により水道料金を算定する。 

 附則別表 

種別 用途別 基本料金（１月につき） 超過料金（１立方メート

ルにつき） 水量 料金 

専用給

水装置 

家庭用 ８立方メートル

まで 

１，０５４

円 

９～２０立方メートル 

２０５円 

２１～１００立方メート

ル ２２８円 

１０１～３００立方メー

トル ２６０円 

３０１立方メートル以上 

２８７円 

連合専用給水装置を使用するものは、料金算定の基礎となる

使用水量は各世帯均等に使用したものとみなす。 

営業用 １０立方メート

ルまで 

１，６８７

円 

１１～３０立方メートル 

２２８円 

３１～１００立方メート

ル ２６０円 

１０１～３００立方メー

トル ２８７円 
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３０１立方メートル以上 

３０８円 

連合専用給水装置を使用するものは、料金算定の基礎となる

使用水量は各世帯均等に使用したものとみなす。 

官公署用 １０立方メート

ルまで 

１，９０８

円 

１１～１００立方メート

ル ２６０円 

１０１～３００立方メー

トル ２８７円 

３０１～５００立方メー

トル ３０８円 

５０１立方メートル以上 

３４１円 

基地用 １０立方メート

ルまで 

１，９６５

円 

１１～１００立方メート

ル ２６７円 

１０１～３００立方メー

トル ２９５円 

３０１～５００立方メー

トル ３１８円 

５０１立方メートル以上 

３５１円 

臨時給

水栓 

臨時用 １立方メートルにつき ５４８円 

船舶用

給水栓 

船舶用 １立方メートルにつき ３８０円 

私設消

火栓 

演習用 １個１回３分ごとに ３２６円 

共用給

水装置 

家庭用 １世帯当たりの料金は家庭用を適用し、料金算定の基礎と

なる使用水量は、各世帯均等に使用したものとみなす。 
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令和６年６月１０日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

 沖縄県水道料金徴収条例の一部を改正する条例が令和６年１０月１日から施行され

ることに伴い、本市水道事業の健全な経営を図るため、当該条例を改正する必要があ

り提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 





議案第５５号 

 

 

沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、別紙

のとおり沖縄県後期高齢者医療広域連合規約を変更するための協議を行うため、議会

の議決を求める。 

 

令和６年６月１０日提出 

 

 

     うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律が公布されたことに伴い、当該規約を変更する必要があり提案する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－ 



別紙 

 

   沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

  

 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の一部を次のように変更する。 

 別表第１中「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２－ 
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  令和６年６月１０日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

建物明渡等請求訴訟を提起するには、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定によ

り議会の議決を必要とするため提案する。 
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別紙 

 

物 件 目 録 

 

【建物】 

所 在 地 うるま市与那城屋平４番地 

 構  造 鉄筋コンクリート造２階建 

 床 面 積 １階 １１４０．８６平方メートル 

      ２階  ８３３．８２平方メートル 

 

 上記建物のうち、１階の別紙図面の黒太線内部分３０６．７９９平方メートル 

（内訳） 

①  通路 ９．０９平方メートル 

②  食堂 １２６．７４平方メートル 

③  パントリー ８．４７平方メートル 

④  厨房 ５２．１７平方メートル 

⑤  食品庫 ６．９１平方メートル 

⑥  ウッドデッキ２ ８４．６７８平方メートル 

⑦  廃材置き場 １８．７４１平方メートル 

 

【土地】 

 所 在 うるま市与那城屋平４番地 

 

 上記土地のうち、別紙図面の黒太線内部分４８．８平方メートル 

（内訳） 

⑧  ウッドデッキ１ ４８．８平方メートル 

 

 

以上 
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別紙図面 

②  

③ 

①  

④ ⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 
1220 

400 400 



                 －１－ 

議案第５７号 

 

 

具志川地区土地改良事業（農業用用排水施設）の計画変更について 

 

 

 

 具志川地区土地改良事業（農業用用排水施設）の計画変更について、土地改良法（昭

和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

 

 

 

令和６年６月１０日提出 

 

 

うるま市長 中村 正人 

 

 

 

提案理由 

 令和２年２月第１３６回うるま市議会 議案第１５号で議決された具志川地区土地

改良事業（農業用用排水施設）について計画変更したいので、土地改良法第９６条の３

第１項の規定により議会の議決を必要とするため提案する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

－２－ 

  

         

計画の変更内容 

 

 変更前 変更後 増減 

1.受益面積 9.7ha 9.7ha － 

2.主要工事 

工事費 

水田かんがい施設工 

給水栓設置工 

排水路工 

附帯工 

防災工 

擁壁工 

測量試験費 

 現場技術業務 

 委託費 

用地及び補償費 

3.総事業費 

    （千円） 

240,900 

     40,000 

  28,200 

120,000 

15,700 

37,000 

 

53,600 

19,500 

34,100 

50,500 

345,000 

  （千円） 

          376,266 

           41,057 

           25,702 

          242,981 

26,821 

38,515 

1,190 

111,000 

         43,500 

         67,500 

         50,500 

537,766 

（千円） 

         135,336 

1,057 

△2,498 

122,981 

11,121 

1,515 

1,190 

57,400 

24,000 

      33,400 

0 

192,766     

4.工期 令和 2年度～ 

令和 6年度 

令和 2年度～ 

令和 8年度 

    2 年延長 

5.総費用総便益比 121％ 114％         △7％ 

 

・要因としては、実施設計時の測量結果から水路勾配が計画勾配よりゆるくなったた

め水路断面が大きくなったことに加えて、資材及び人件費等の物価上昇により全体的

な工事費が増加した。測量試験費についても工期の延長及び人件費の上昇により現場

技術業務費が増額となり、用地買収における測量面積が増えたことにより委託費も増

額となった。 
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議案第５８号 

 

   うるま市市道路線の認定について 

 

 うるま市市道路線を次のとおり認定するに当たり、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第８条第２項の規定に基づき議会の議決を求める。 

 

 

 

路線の認定 

№ 
路線名 起点 終点 主要な 

経過地 

１ 栄野比１－７４号線 栄野比１－３号線 栄野比１－３号線 栄野比 

２ 豊原５－６６号線 県道３６号線 県道３６号線 豊原 

 

 

 

令和６年６月１０日提出 

 

                          うるま市長 中村 正人 

 

 

 

提案理由 

道路の新設及び改良に伴い、市道の認定を行う必要があるため提案する。 
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位置図

路線認定区間

栄野比１ʷ７４号線
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豊原５ʷ６６号線

位置図

路線認定区間



議案第５９号 

 

うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例 

 

うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

（令和元年うるま市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第２号中「特定業務施設の用に供する」を「特定業務施設及び同号に規定する特

定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する

」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後のうるま市地方活力向上地域における固定

資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、令和６年４月１９日から適用

する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及

び不均一課税に関する条例の規定は、令和６年４月１９日以後に新設され、又は増設さ

れる設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従

前の例による。 

 

令和６年６月１０日提出 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の改正に伴い、当該条例を改正

する必要があり提案する。 


